
ＦＡＸ

株式会社 ナイン･マンス一級建築士事務所
〒 240-0004
横浜市保土ヶ谷区岩間町2-161-1   WARAHOUSE 161ビル
設計部担当　みやけ　宛     TEL  045 - 338 - 1920

（ 郵送・Eメール・FAX ）

郵送先

Eメール mail@9months.jp

増改築等工事証明書　発行申し込み書
この用紙にご記入頂き必要書類と一緒に  郵送、 Eメールに添付 又は FAXして下さい

045 - 338 - 1921

□ １．住民票コピー（申請者本人分のみ　マイナンバー個人番号部分は省略してください）
□ ２．登記事項証明書（建物分のみ 土地分不要）コピー
□ ３．工事請負契約書コピーと領収書コピー
□ ４．図面（工事前工事後）コピー　写真（工事前工事後）コピー

必要書類

確認事項

金　   額

ご依頼者

年　　　月　　　日

※「個人情報の保護に関する法律」に基づく当社規定の「プライバシーポリシー」により本件に係る業務に限り使用し管理保管します。株式会社ナイン･マンス一級建築士事務所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　http://www.enigmacharters.com/privacy/

必要書類チェックリスト・確認事項

日中ご連絡がとれる電話番号

ご住所

お名前  (ふりがな）

□ ５．工事費内訳明細書（見積書　又は　請求書）コピー
　　    外壁及び屋根の塗り替え工事、外構工事の費用部分は対象となりません
□ ６．補助金やエコポイント等の交付や住宅改修費の給付を受けている場合は
　　　 それを証する書類のコピー

□ 工事完了年月日 ご記入ください（　　　　　　年　　　月　　　日）
□ 増改築等工事証明書の必要期日 ご記入ください（　　　　　　年　　　月　　　日）　
□ ご希望する証明書の内容に ○印 をしてください　
　　  a.　住宅ローン減税　所得税額控除 償還期間10年以上　控除対象期間10年
　　  b.　リフォーム促進税制　バリアフリー工事・省エネ工事（左記工事と併せて行うその他の工事含む）
　　　　  ローンの有無問わず　控除対象期間1年
　　  c.　財形貯蓄の増改築工事費用に払い出し
　　  d.　贈与税の非課税措置
□ 増改築等工事証明書の郵送先（レターパックライト）
　　  a.　申請者本人へ
　　  b.   請負工事会社へ
□ 発行手数料の請求先
     住所・宛名・電話番号

       
□ お支払い  27,500円 （税込み）
                 証明書と共に請求書を同封しますので、到着後１週間以内にお振り込みください

＊工事後の写真は必ず提出をお願いします（工事前の図面や写真がない場合は個別にご相談下さい）
＊省エネ改修申請の場合は工事前後の写真が必要となります
＊バリアフリー改修申請の場合は、工事前後の写真と詳細寸法必要となります


